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                                        発 教 学 第 3 3 2 号 

                                        平成 21 年 8 月 24 日 

 

 

鳥取市校区審議会  様 

 

鳥取市教育委員会 

 

 

鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について(諮問) 

 

教育委員会においては、平成１８年度に「鳥取市校区再編基本構想」を策定し、平成１８

年度から２０年度を前期検討期間として、緊急を要する校区について検討を行いました。そ

の結果、「宮ノ下・岩倉小学校区」の一部区域について、安全な通学を保障するため通学

区域の変更を行ったところです。 

この基本構想においては、平成２１年度から２５年度を後期検討期間として、児童生徒に

とってよりよい教育環境を創るため、全市域を対象に学校配置と校区の設定について検討

する計画としています。 

つきましては、鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について、引き続き下記

の観点から貴審議会のご意見を賜りたく諮問します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について 

 

２  審議内容 

（１） 学校と地域との連携による校区の活性化について 

（２） 合理的な通学と安全の確保について 

（３） 適正規模での学校教育の保障について 

 

 

 

 

諮問（鳥取市立小・中学校の学校配置及び校区の設定について） 
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【第１０期鳥取市校区審議会の審議経過】 

 期  日 協議内容 

第１回 平成２１年 ８月２４日 

委員の委嘱 
会長、副会長の選出 
諮問 
経過報告 
校区再編基本構想について 
後期校区再編検討計画（案）について 
審議会の審議計画（案）について 

第２回 平成２１年１０月１９日 適正規模について 

第３回 平成２１年１２月１１日 
適正規模について 

通学区域について 

第４回 平成２２年 ３月１８日 

適正規模について 

通学区域について 

適正配置について 

第５回 平成２２年 ６月３０日 中間報告に向けた経過報告（案）について 

第６回 平成２２年 ８月２３日 
中間報告（案）について 

今後の地域の検討について 

第７回 平成２２年１１月２４日 
後期後半における「校区の検討」に向けて 

具体的な地域の検討について 

第８回 平成２３年 １月２７日 
後期後半における「校区の検討」に向けて 
具体的な地域の検討について 
現地視察及び地域意見交換会について 

第９回 平成２３年 ３月１６日 佐治・用瀬地域現地視察 

第１０回 平成２３年 ４月２８日 
佐治、用瀬地域の検討について 

後期後半における「校区の検討」に向けて 

第１１回 平成２３年 ７月２９日 
佐治・用瀬地域の中学校のあり方について 
中間報告について 

第１２回 平成２３年 ８月１８日 
佐治・用瀬地域の中学校にかかる答申について 
中間報告について 

 



 

- 14 - 

（重複するもの、特定の地域の検討にかかるものなどは除く） 【審議の際に参照した主な資料】  

 資 料 

第１回 

・第９期校区審議会答申【省略】 

・校区再編基本構想【省略】 

・鳥取市全体の人口推移の概要について ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

・学級編制について（国の基準［標準]､鳥取県の基準､鳥取市の運用）・・Ｐ１９ 

・学級数別学校数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９ 

・適正規模関連法令（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２０ 

・鳥取市校区図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

第２回 

・教職員配置基準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

・中学校の部活動一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ 

・小学校児童数の推移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３ 

・中学校生徒数の推移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３ 

第３回 

・学校規模によるメリット・デメリット（小学校・中学校） ・・・・・Ｐ２４ 

・通学の状況（徒歩通学及び自転車通学の最長距離） ・・・・・・・・Ｐ２６ 

・小中学校の標準規模に関する主な意見等の整理（ポイント） ・・・・Ｐ２８ 

第４回 

・審議会での主な意見等のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９ 

・小中学校の規模別学校数【省略】 ＊第８回資料参照  

・鳥取市小中学校・事故報告（通学途上における事故の状況） ・・・・Ｐ３２ 

・鳥取市教育ビジョン【省略】 

第５回 ・鳥取市立小中学校耐震診断結果及び耐震化計画(Ｈ１９発表資料） ・・Ｐ３３ 

第６回 ・校区再編に関する要望・意見等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３５ 

第８回 
・市街地の学校配置（図面） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３７ 

・学級規模別学校数の分布の推移（予測） ・・・・・・・・・・・・・Ｐ３８ 

第１１回 ・中間報告書（案）【省略】 

第１２回 
・鳥取県の公立小中学校統合にかかる調査結果【省略】 

・中間報告書（案）【省略】 

 

 



 

- 15 - 

【第１回校区審議会資料】 

 

鳥取市全体の人口推移の概要 

１ 総人口の推移 

図1：総人口の推移（鳥取市）

201,740 202,066 202,064
199,388

194,967

190,507
201,489

197,063

192,735
189,340

185,182

181,114

170000

180000

190000

200000

210000

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

国勢調査 住民登録＋外国人登録
 

2005 年国勢調査を基準として国立社会保障・人口問題研究所の将来仮定値を使用して鳥取市の社

会増減を反映させた人口推計では、総人口は、2005 年の 201,740 人から 2010 年の 202,066 人へ

増加する。しかし鳥取市の住民登録と外国人登録人口の合計は、2008 年 10 月末日現在、198,776

人であり、同推計と誤差を生じている。これは転出超による人口減少が原因と推測できる。2008

年の住民登録と外国人登録人口を基に再推計すると、2005 年に対し、2030 年には約 10.1％減少

する。 

コーホート要因法では、2015 年以降、人口減少が加速化するが、これは 65 歳以上の年齢区分

人口の割合が、2005 年の 21.1％から 2030 年には 31.3％へ拡大し、人口構成が変化することが

原因である（図 2）。 

図2：年齢（3区分）別人口の推移
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出生数の推移 

図3：出生数（鳥取市）
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出生数は、2005 年→2010 年には年間 1,973.4 人であるが、2025 年→2030 年には年間 1368.4

人へ約 30.7％減少する。 

出生数は、鳥取市の出産適齢（15～49 歳）女性人口にそれぞれの年齢別出生率を掛けるが、

国立社会保障・人口問題研究所による年齢別出生率の仮定値（図 4）は概ね一定であり、出生

数が減少する要因ではない。しかし、鳥取市の出産適齢（15～49 歳）女性人口は、2005 年に

は 42,794 人であるが、2030 年には 31,684 人へと約 26.0％減少するため、出生数が減少する。

さらに出産適齢女性人口の年齢別の人口の推移は、15～34 歳までの女性人口の減少幅が大きく

（図 5）、出生率の高い年齢と重なるため、出生数の減少をさらに大きくしている。 

 

図4：女子の年齢別出生率
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図5：出産適齢女性人口の推移
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３ 年齢別人口の推移 

図6：年齢別人口の推移（鳥取市）
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主に児童・生徒年齢相応となる 0～4歳から 10～14歳までの年齢別人口の推移は、鳥取市全体と

しては転出超であり（図 7）、出生数の減少と併せて減少する。 
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図7：年齢別移動率
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４ 年少者人口の推移（14歳まで）     

年齢区分 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年  

0～4 歳 9,285 8,928 8,301 7,609 6,851 6,184  

5～9 歳 9,433 9,233 8,880 8,256 7,568 6,815  

10～14 歳 10,230 9,349 9,151 8,801 8,183 7,501  

計 28,948 27,510 26,332 24,666 22,602 20,500  

増減率 +5.2% 0.0% -4.3% -10.3% -17.8% -25.5%  

        

        

        

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 主に児童・生徒年齢相応となる０～４歳から 10～14 歳までの年齢別人口の推移は、鳥取 

市全体としては転出超であり、出生数の減少と併せて減少する。 
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１ 学級編成について 

 （１）国の基準（標準） 

 小学校 中学校 

同学年 ４０人 ４０人 

複式学級 １６人 ８人 

複式学級（１年生を含む） ８人 ８人 

特別支援学級 ８人 ８人 

（２）鳥取県の基準 

 小学校 中学校 

１年生 ３０人 ３３人 

２年生 ３０人 ４０人 

３年生 ４０人 ４０人 

４～６年生 ４０人 － 

複式学級 １５人 ８人 

複式学級 
(１年生を含む場合) 

設置しない ８人 

特別支援学級 ７人 ７人 

 （３）鳥取市の運用 

 県の基準を基本とし、複式学級が生じる場合は、市単独で教職員を加配し、

複式学級の解消を行っている。 

 

２ 学級数別学校数 

 学級数 ３ ４～６ ７～１１ １２～１８ １９以上 計 

小学校 

校数(実学級)  ４校 ２１校 １５校 ５校 ４５校 

(割合)  ８.９％ ４６.７％ ３３.３％ １１.１％  

校数(標準)  ７校 １９校 １６校 ３校 ４５校 

（割合）  １５.６％ ４２.２％ ３５.６％ ６.７％  

中学校 

校数(実学級) ３校 ２校 ５校 ５校 ３校 １８校 

(割合) １６.７％ １１.１％ ２７.８％ ２７.８％ １６.７％  

校数(標準) ４校 １校 ７校 ３校 ３校 １８校 

（割合） ２２.２％ ５.６％ ３８.９％ １６.７％ １６.７％  

（平成２１年５月１日現在） 
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「適正規模関連法令（抜粋）」 
 

○学校教育法施行規則  

第４１条  小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、

地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。  

第４２条  小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、５学級以下

とし、前条の学級数に算入しないものとする。  

第７９条  第４１条から第４９条まで、第５０条第２項、第５４条から第６８条

までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第４２条中「５学級」

とあるのは「２学級」と、・・・・・・読み替えるものとする。  

 

○小学校設置基準  

学校教育法 (昭和２２年法律第２６号 )第３条の規定に基づき、小学校設置基準

を次のように定める。  

(一学級の児童数 ) 

第４条  一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、４０人以下と

する。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限り

でない。  

(学級の編制 ) 

第５条  小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の

事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。  

 

○中学校設置基準  

学校教育法 (昭和２２年法律第２６号 )第３条の規定に基づき、中学校設置基準

を次のように定める。  

(一学級の生徒数 ) 

第４条  一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、４０人以下と

する。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限り

でない。  

(学級の編制 ) 

第５条  中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の

事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。  

 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律  

(学級編制の標準 ) 

第３条  公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するもの

とする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他

特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又

は生徒を一学級に編制することができる。  

２  各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校 (中等教育学校の前期課程を含

む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及

び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準とし

て、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都

道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合につ

いては、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級

の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。  
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学校の種類  学級編制の区分  一学級の児童又は生徒の数  

小学校  同学年の児童で編制する学級  ４０人  

二の学年の児童で編制する学級  １６人 (第１学年の児童を含

む学級にあつては、８人 ) 

学校教育法第８１条第２項及び第

３項に規定する特別支援学級  

８人  

中学校 (中等教

育学校の前期課

程を含む。 ) 

同学年の生徒で編制する学級  ４０人  

二の学年の生徒で編制する学級  ８人  

学校教育法第８１条第２項及び第

３項に規定する特別支援学級  

８人  

(学級編制 ) 

第４条  公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第２項又は第３項の規定によ

り都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共

団体の教育委員会が行う。  

 

【第２回校区審議会資料】 

平成２１年度 教職員配置基準（鳥取県） 

学校規模 （学級数） 小学校 配当基準 中学校 配当基準 

１ ２人   

２ ３人   

３ ５人 ８人 

４ ６人 ９人 

５ ７人 １０人 

６ ８人 １１人 

７ ９人 １３人 

８ １１人 １４人 

９ １２人 １６人 

１０ １３人 １８人 

１１ １４人 １９人 

１２ １５人 ２０人 

１３ １６人 ２１人 

１４ １７人 ２２人 

１５ １８人 ２４人 

１６ ２０人 ２５人 

１７ ２１人 ２７人 

１８ ２２人 ２９人 

１９ ２３人 ３１人 

２０ ２４人 ３３人 

２１ ２５人 ３４人 

２２ ２６人 ３６人 

２３ ２７人 ３７人 

２４ ２８人 ３８人 

        ※ 配置数は、校長・教頭・教諭等の合計（非常勤講師を除く） 

        ※ 養護教諭・事務職員等は別の基準による 
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標準規模に関する意見 

 【国は小・中学校とも１２～１８学級を標準と規定（学校教育法施行規則）】 

 １ 小学校 

  ① ６～１２学級 

  【理由】 

・家庭（幼稚園など）から初めて出る広い社会が、小学校である。幼い身体・頭脳で、

一気に大海を泳がせることはどうか。 

・小規模校で地域の老若男女といろいろな行事・生産に参加、交流し、触れ合う機会を

持つことにより、身体と共に人間形成の基礎を作ることが肝要。（今の子どもは早熟。

中学になると比較的勉強に追われたり、反抗期に入ることもあり、小学時を重視。） 

  ② ６～１８学級 

  【理由】 

・小学校は地域のコミュニティーと深い関係があるので、１学年１学級であってもいい

のではないか。 

・小学校は、１学年の人数がありま多くない方がいいので、３クラスまでの方がいい。 

  ③ １２～１８学級 

  【理由】 

・国の適正規模に近づける工夫をしてはどうか。 

・小学校は１学年当たり最低２学級を確保すべき。 

   ２～３学級を標準とする。 

 ２ 中学校 

  ① １２～１８学級 

  【理由】 

 ・中学校は、いくつかの小学校の集合体であるので、総員４００人～８００人くらいが

適切な規模と考える。    

  ② １２～１５学級 

・中学校では１学年当たり４～最大５学級を標準とするのがいい。 

 ３ その他 

・学校の規模に関係なく、通学距離や地域のコミュニティーによって、学校を設置する

ことが必要な地域もあるのではないか。 

・南中（１９クラス）については、学校環境など諸事情をみると早急な改善が必要では

ないか。 

・中学校の１クラスの人数について、３６～４０人規模を、３１～３５人規模に改善す

る方向で検討してはどうか。 

・小規模校については、遠距離通学費補助制度の基準を整備し、出来る限り統合の方向

で検討を進めていくのが良い。 
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【第４回校区審議会資料】 

 審議会での主な意見等  

 ■「第２回審議会」 

１ 標準規模について 

○国の標準規模より大きい学校は少なく、逆に小さい学校が多いことが問題。 

○小規模校の場合、メリットよりもデメリットの方が、やや厳しい。 

○１学年１学級は、人間関係が固定化され難しい。２学級以上あれば、多様な人間関係が構築さ
れ、人間関係力が培われ、生きる力がついていく。 

○校区の事情が違い、一律には決め難い。 

○小規模校では、一人一人に目が届きやすい、学力が高まる傾向があるというメリットがある半
面、社会性が身につきにくいというデメリットがある。 

○基本的基準を定めるにあたっては、教育効果とか学校運営という大きな視点から捉えていくべ
きである。 

○４０名という学級編成は少し多すぎるのでは。できれば、中学校で３０名、小学校では２０～
３０名の間で、複数学級あるのが良い。 

○通学距離から、複数学級の規模にすることが難しい地域は、単学級でもやむを得ない。 

○小学校・中学校・高校・大学と順に大きい組織で学んで、社会へ出ていくのが理想ではないか。 

●「適正規模」ではなく、「標準規模」としてまとめていく。 

●学校規模によるメリット・デメリット表に加筆・修正し、検討。 

 ２ 通学区域について 

○小学生の通学基準は、低学年でも４kmとなっているが、通学に１時間もかかるようだと大変。 

○公共交通機関の利用を考える場合は、保護者の負担が問題。 

 ３ 適正配置について 

○小学校は、地域との連携も考慮して検討していく必要がある。 

○小規模校はデメリットが大きいということを、保護者や地域の方も感じられるようになってき
ているようなので、中学校の統合は早め早めに考えていった方が良い。 

○小学校区と地区というのは表裏一体ということである程度考えないと、校区再編の話を地域に
持ち出したときにまとまらない。 

○標準規模にするにも、郊外のほうでは距離の問題があって難しい。その場合には、小中一貫校
ということも考えられる。 
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 ■「第３回審議会」 

 １ 標準規模について  

【小・中学校共通】 

○小・中学校別に、規模を検討するのが良い。 

○人間関係が固定化されて９年間過ごすことは、厳しい場合が想定される。小中学校とも最低１
学年２学級あることが望まれる。 

○複数学級あった方がいいと思うが、１学級編成の学校が多い現状の中では単純には言えない。 

○標準規模に関するメリット・デメリットについて、地域の中で議論を深めることが不可欠であ
る。 

○小学校・中学校・高校と、より大きな社会に対する対応力を付けていくための規模を考えてい
くべきである。 

○メリットを優先して標準規模を考え、その上で問題等を話し合っていくのがいいのではない
か。 

○１学級の人数について、何人を下限にするかが問題だと思う。そこをクリアできれば、１学級
でも２学級でも問題はない。 

【小学校】 

○小学校では、教育効果、人間関係、教員配置などから、各学年とも複数学級あることが理想で
はないか。 

○経験上、小学校では１学年２～３学級、全体で１２～１８学級程度が妥当ではないか。 

○小学校は、人間関係の力を付けていく場でもあり、ある程度の規模が必要。５・６人程度で、
お互いを磨いていくのは難しいのではないか。 

○小学校において、人間関係力を付けることが必要となっており、そのために１学級の人数は１
０名以上、複数学級あることが望ましいと思う。 

【中学校】 

○中学校は４学級位あるのが理想だが、本市の現状を考えると難しい。 

○中学校は２学級以上あった方がいいと思うが、規模が大きくなると通学の問題が生じる。 

○中学校の場合、かなりの種類の部活動が可能な規模を確保する必要があるのでは。 

●標準規模の上限は大体１８学級まで、下限は国の標準規模よりも若干少なくてもいいのでは
ないか。 

●鳥取市の実情にあった基準を考えていくべきである。 

 ２ 通学区域について 

○小学生の徒歩通学は、３km 位までが適正ではないか。 

○小学１年生が徒歩通学できるのは、時間にして３０分位までと考える。高学年になれば、も
う少し長くてもいいのかもしれない。 

○中学校の場合、部活動や教育効果を考えると、通学距離が長くなっても、ある程度の規模を
確保する方が良いのではないか。 

○路線バスで通学すると、遠距離の生徒は時間がかかり、部活動の制約や毎日の生活に影響が
生じる。スクールバスの運行を検討すべきだ。 

○通学距離の問題は、一つの基準で全てを判断することは難しく、複合的な要素を絡み合わせ
ながら検討していく必要がある。 

○ある一定時間で歩いていける距離を、基準とするのが良い。 

○徒歩通学は理想だが、現実的に山間部では難しい。 
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○通学距離が長くなると、危険な個所が多くなるとの心配がある。 

○通学区域に関する基準については、小・中学校別々の考え方をした方が良い。 

○遠距離通学費補助制度の見直しで、現在の子ども達、特に小学校低学年の実情を考慮し、対
象区域を小学校３km 以上、中学校５km 以上と規定した。 

○今の子ども達の実情にあった通学距離、時間を考えていく必要がある。 

○中学校の場合、学校によっては保護者が車で送迎している実態がある。バス路線だからバス
通学という整理ではなく、保護者の想いを調査してみる必要があるのではないか。 

○スクールバスは、財政的に難しいと思う。 

●通学区域については、校区によって要件が変わってくるので、基本的には小学校４km、中
学校６km を考慮したうえで、適正に考えていく。 

 ３ 適正配置について 

○鳥取市の人口規模で、４５校という小学校数は多すぎるのではないか。 

○地域の立場からは、１校区が１地区ということが望ましい。 

○標準規模の学校にするため、無理やり統合というのは問題だ。 

○学校の適正配置を考える上で、スクールバスは検討課題。 

○標準規模、適正距離の範囲から外れる区域を、どうするかが問題である。 

○公共交通機関を利用せず、自己責任で送迎を行う保護者もあるが、それをあてにして校区を
設定するという訳にはいかない。 
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校区再編に関する意見等 

番号 年月日 要望・意見等 内容 関連する学校 

１ 20.2.25 

これ以上宮ノ下小学校区を縮小

するような校区再編を行わない

でほしい 

今回の校区再編により１学年１クラスになる時
期ができるとの予測が報告されていた。今後も
２クラスを維持できるよう、これ以上の再編の
線引きをしないよう要望する。 

宮ノ下小学校 

岩倉小学校 

２ 20.3.11 
鳥取市小中学校の将来計画につ

いて 

少子化で生徒数も減少してきており、校舎の耐
震改修に合わせ、小中学校の統廃合について校
区審議会等で将来計画を明示すべきと考えるが
どうか。 

 

３ 20.3.18 
雲山の米里小校区を面影小校区

へ再編してほしい 

子供会が２校区にまたがりスムースに運営でき
ない。米里小へ通学するのに４５分もかかる。
面影小なら１０分。通学の安全に配慮、行政の
都合で児童の安全を損なうことのないように！ 

米里小学校 

面影小学校 

４ 20.3.25 
遷喬小廃止し、久松小に統合して

ほしい 

遷喬は児童数が減少し、１クラスになっている。
変電所の影響もあり更に少なくなる可能性もあ
る。適正規模での教育を行うため久松小と統合
してほしい。 

遷喬小学校 

久松小学校 

５ 20.3.26 
世紀小校区の一部を明治小校区

に再編してほしい 

明治小の児童数の減少。世紀小と明治小の２校
区が存在することで地区自治会の運営に不都合
が生じている。上原・尾崎・上段を明治校区に
再編し地域を大切にすべき。 

世紀小学校 

明治小学校 

６ 20.3.26 雲山を面影小校区へ 長距離通学が心配 
米里小学校 
面影小学校 

７ 20.6.18 
子どもの立場にたった再編を
要望 

目の前に面影小学校があるのに、３ｋｍ以上先
の米里小に通学するのは安全面で不安。中心市
街地は児童数が減少しているのに、学校数はそ
のままというのも不公平。 

米里小学校 
面影小学校 

８ 20.7.15 
東郷小をこのまま存続してほ
しい 

小規模校の良さがある。地域のためにも存続し
てほしい。 

東郷小学校 

９ 20.7.22 
公民館校区と小学校区が異な
る地域の状況をどう捉えてい
るのか 

世紀小学校区に通学する(した)者の、大正地区
公民館事業への参加率が低い。今後も地区活動
への協力者が減少しそうで危惧している。 

大正小学校 
世紀小学校 

１０ 20.7.24 
佐治・用瀬中の統合について
相談したい。 

佐治中の生徒数が減少する中、校舎の耐震調査
も計画されている。佐治・用瀬中の統合を考え
るのもいいのではないかと思う。 

佐治中学校 
用瀬中学校 

１１ 20.7.23 
福部小・中の一貫校を要望し
て欲しい 

福部町が衰退しないためにも魅力ある一貫校が
設置できれば、町外からも人を呼び寄せること
ができる。 

福部小学校 
福部中学校 

１２ 20.7.31 
棒鼻町内会で小学校校区の境
界に住んでいる者に、選択の
自由を与えて欲しい 

棒鼻町内会は、美保小と明徳小の校区にまたが
り、子供会・町内会の分断、選挙の投票区への
影響等が生じている。校区再編の結論が出るま
での間、自由選択を認めて欲しい。 

美保小学校 
明徳小学校 

１３ 20.10.14 
今後のあおば地区内の校区の
再編について、どのように検
証等を行っていくのか 

あおば地域と学校との関わり、公民館・自治会・
子ども会活動などへの影響について、検証や検
討を行っていくのが望ましいとの答申が出てい
たが、具体的にどう審議していくのか。 

宮ノ下小学校 

岩倉小学校 

【第６回校区審議会資料】 
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１４ 20.11.11 
瑞穂小の存続についてどう考
えているのか？ 

学校は地域の核施設と認識しているが、教育委
員会はどう考えているのか。 

瑞穂小学校 

１５ 20.12.25 近い小学校に通わせてほしい 
面影小には５分で行けるのに、米里小へは１時

間程度かかる。通学の安全のためにも近くの学

校へ通わせてほしい。 

面影小学校 
米里小学校 

１６ 21.8.28 神戸小学校を存続してほしい 
小学校・保育園が廃校・廃園となれば、過疎化

に一層の拍車がかかることを懸念する。 
神戸小学校 

１７ 21.11.12 
佐治中学校の今後のあり方に
ついて 

地域から中学校がなくなることは、地域活力の

減退につながり存続してほしい。 
佐治中学校 

１８ 22.6.17 校区再編について 
校区再編が急がれる地域があり、随時対応を検

討するようだが、佐治中学校の実態を踏まえて

どう考えるか？ 

佐治中学校 
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【第８回校区審議会資料】 

市街地の学校配置 
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